
決算・確定申告相談
令和６年分 所得税と消費税

池田町商工会と池田町青色申告会では、下記の日程により令和６年分の所得税・消費税の確
定申告相談を行います。関係書類・筆記具・電卓などをご持参のうえご出席下さい。
また、本年度も手間のかからないｅ-Tax（税理士代理送信）を利用して申告指導させていた

だきます。

【確定申告等 税理士相談日】

日 程 時 間 場 所 税理士名 備 考

２月１８日（火）

９時～１２時
１３時～１６時

池田町商工会館
２階研修室

川 瀬

名古屋税理士会
派遣税理士

２月２１日（金） 川 瀬

２月２５日（火） 渡 邉

２月２７日（木） 宇 野

３月 ３日（月） 川 瀬

３月 ４日（火） 渡 邉

３月 ５日（水） 渡 邉

３月 ６日（木） 宇 野

３月 ７日（金） 渡 邉

３月１０日（月） 川 瀬

３月１２日（水） 渡 邉

３月１３日（木） 川 瀬

３月１４日（金） 渡 邉

【消費税申告 税理士相談日】

お問合せ先 池田町商工会・池田町青色申告会
岐阜県揖斐郡池田町六之井1480-1
 TEL：0585-45-8000 FAX：0585-45-8186

日 程 時 間 場 所 税理士名 備 考

３月２１日（金） ９時～１２時
１３時～１６時

池田町商工会館
２階研修室

川 瀬 名古屋税理士会
派遣税理士３月２４日（月） 川 瀬

【手 数 料】  会 員：各 ３，０００円（税込）＜所得税、消費税＞
   非会員：各 ２０，０００円（税込）＜所得税、消費税＞

【必要書類】 ①税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキ

       ②申告される方及び扶養家族等のマイナンバーと申告者ご本人の運転免許証
 などの身分証明書

       ③国民年金・生命保険・小規模企業共済などの各種証明書
       ④消費税を申告される方は税率ごとに経理を区分したもの など



商工会での税理士相談の支援対象者について

池田町商工会で確定申告をされる方は必ずご確認ください！！

■税理士による協議派遣事業とは？

 税務代理、税務書類の作成、税務相談は、税理士以外の者が行うことができません。この
ため、名古屋税理士会では、申告納税制度の維持・発展に寄与すべく、 「税務支援」事業に
取り組んでいます。

 「税務支援」事業とは、経済的理由により税理士に委嘱できない小規模納税者や税理士会
が地域の実情等を考慮して援助が必要と認めた方を対象として税務相談を行うものです。
この税務支援事業の一つに『協議派遣事業』があります。

＜協議派遣事業＞
 商工会議所・商工会・青色申告会、農協、漁協など税理士会が指定する団体と協議し、税
理士を派遣して税理士業務を実施するものです。

＜税理士の税務支援業務＞
 「税務支援」として税理士が実施する業務は次のように定められています。
 ●税務に関する相談
 ●記帳及び決算に関する相談
 ●税務書類作成に関する相談
 ●電子申告に関する相談

【支援の対象者】 ※商工会にて申告受付（指導）ができる方
 原則として、経済的理由により税理士に委嘱することが困難な者もしくは、税理士の関与
がない事業所得者、不動産所得者及び年金受給者を除く雑所得者で、前年分所得金額（専
従者控除前＜白色申告の場合＞又は青色特典控除前＜青色申告の場合＞）が４００万円以
下の者。

 その者が消費税課税事業者である場合には、基準期間の課税売上高が３，０００万円以下
の者。

例：青色申告決算書（一般用）
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